


　クラスの仲良し数人でやっている
グループトーク。Aさんはメッセージ
の最後に「？」をつけ忘れたまま、
スマホを置いてお風呂に入ってしま
いました。

お風呂あがりに、スマホを見ると
「ひどい！」などのメッセージが…
誤解を解こうとしても、反応なし。
Ａさん以外のメンバーは別グループ
を作り、Ａさんを仲間はずれにした
のです。

実際にあった

　メッセージアプリで、友人とやり
取り（トーク）をするのが大好きな
Bさん。終わらせるタイミングが
わからず、夜遅くまでスマホを使う
毎日でした。

　朝起きるのがつらくなり、眠たくて
授業にも集中できなくなりました。
体調や成績にも影響が出ているの
ですが、友人とのトークはやめられ
ません。　　　　　　　　　　

　Ｃさんは、ＳＮＳのサイトで知り
合い、連絡を取り合っていた人から
顔画像や下着画像等を送ってほし
いと頼まれ、信用して送ってしまい
ました。

　後日、制服や背景画像から個人情報
が特定され、「学校や近所に画像を
ばらまくぞ」とおどかされるようになり
ました。

画像を送らないこと！

【福井県青少年愛護条例】では、

　青少年に下着画像等の提供を求める行為を禁止しています！

　Ｄさんは、同じバンドのファンの
女子高生とＳＮＳでよく話をして
いました。ある時「ライブのチケット
が余分にあるから、一緒に行こう！」
と誘われました。

　ライブ当日、待ち合わせ
場所に行ってみると、ＳＮＳの写真とは
まったく違う男の人で、チケットの
話もウソ。無理やり車に乗せられ
そうになりました。

　Ｅさんは、ゲームを有利に進める
アイテムがほしいのですが、ポイント
不足で買えません。
　そのとき、「ポイントいる？」という
メッセージが届きました。

　ポイントをもらえるならと、IDと
パスワードを教えたら、パスワード
が変更されたらしくログインでき
ません。ゲームのアカウントを乗っ
取られてしまったのです！
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